
問い合わせ　文化会館　445-1311

地震による既存住宅の倒壊などの被害を防ぎ、安心して暮らせる住宅を増やすために、耐震診断や耐震改修工事に対する補
助金制度があります。4月 1日に補助金交付要綱の一部を改正し、より使いやすい制度となりました。

■問い合わせ　建築住宅課（内線383）

●主な改正ポイント●
1 補助対象の拡大

平成12年以前の新耐震基準の木造戸建
住宅などにも補助対象を拡大しました。

2 申請期限の撤廃
申請期限を撤廃し、耐震診断や改修の完了報告期限
を設定することで、申請できる期間を拡大しました。

対象建築物

平成12年5月31日以前に着工された戸建住宅など
（ 昭和56年6月 1日～平成 12年5月31日に着工された建築物については、木造在来軸
組工法によって建てられた戸建住宅などで地上2階建て以下のものに限る）
※建築基準法および都市計画法に適合していること

補助対象者 所有者

補助金額

●耐震診断
•戸建住宅、木造の共同住宅：上限 10万円／棟（補助率 1／ 1）
•木造以外の共同住宅：2万円／戸、上限 100万円／棟（補助率 1／2）

●耐震改修（耐震診断結果により耐震改修が必要となった木造住宅が対象）
•一般改修：上限50万円／戸（補助率 1／3）　
•簡易改修：上限20万円／戸（補助率 1／2）　

完了報告期限 補助金を申請した年度の2月末日

3 補助要件の緩和
一般耐震改修工事の施工者を、
市外業者にも拡大しました。

既存住宅耐震診断・改修補助金制度について

全16回（予定）の練習を重ね、舞台上で歌う市民を
募集します。
※合唱経験は問いません。
詳しくは『広報戸田市』7月号や文化会館ホームページでお知らせします。
（鑑賞チケットは9月下旬に販売予定）

申請条件や手続きの流れ
などについて、詳しくは
市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせ
ください。

市制施行60周年記念事業

場所：戸田市文化会館　大ホール

令和9年

1 1717日

9

1 17

市民で創る

第九concertconcertコ ン サ ー ト

11


